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交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　給付費

国のR5予備費
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　事務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  1,664,712  1,664,712  284,882  945,000 33,750 375,000 26,080 - - 

住民税均等割非課税世帯へ
の支援

（低所得枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

住民税非課税世帯への給付
金給付事業（追加支給分）【物

価高騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 978,750 978,750 - 945,000 33,750 - - - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、
低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　13500
世帯×70千円
事務費　　33750千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送
料等）　業務委託料　として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯　（13500世帯）

－ ○ － R6.1 R6.3
対象世帯に対して令和6年1月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

住民税均等割のみ課税世帯
への支援

（一体給付）
2 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○

住民税均等割のみ課税世帯に
対する給付金給付事業【物価

高騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 314,980 314,980 - - - 290,000 24,980 - - 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、生活に大きな影響を受
けている低所得世帯に対し、給付金を支給するもの
②給付金、事務費（給付手続きに係る）
③給付金 2,900世帯 * 10万円、事務費 24,980千円
④R5年度住民税均等割のみ課税世帯

－ ○ － R6.3 R6.3
対象世帯に対して令和6年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

こども加算
（一体給付）

3 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○
低所得の子育て世帯給付金

(こども加算)給付事業【物価高
騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 86,100 86,100 - - - 85,000 1,100 - - 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、生活に大きな影響を受
けている低所得世帯で扶養されている子に対し、給付金を支給するもの
②給付金、事務費（給付手続きに係る）
③給付金 1,700人(1,400世帯) * 5万円、事務費 1,100千円
④R5年度住民税非課税世帯及びR5年度住民税均等割のみ課税世帯内
で扶養されている18歳以下の子を養育している世帯

－ ○ － R6.3 R6.3
対象世帯に対して令和6年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

新たに住民税非課税等とな
る世帯への支援

（一体給付）
4 - - - - - - 

調整給付
（一体給付）

5 - - - - - - 

給付支援サービス
（一体給付）

6 - - - - - - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援に係る本体分の事

業費
（家計急変への横出し等・補

正）

7 - - - - - - 

一体給付に係る本体分の事
業費

（上乗せ１・予備費）
8 - - - - - - - 

対
象
範
囲
外

住民税均等割非課税世帯等
への支援分の事業費
（上乗せ２・推奨分）

9 - - - - - 

10 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
家庭ごみ収集委託事業者等支

援事業
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

6,203 6,203 6,203 

①エネルギー価格等の物価高騰により、経営に大きな影響を受けている
家庭ごみ収集委託事業者に対し支援を行うことにより、地域の衛生環境
を維持するもの
②支援金
③36L/台×13,350（延べ使用台数）×令和3年度と5年度の軽油単価差
額28円×1.1×1/2-1,200,000円（小山市エネルギー価格高騰対策支援
補助金）
④家庭ごみ収集委託事業者

－ － － R6.1 R6.3
【対象者事業者への交付率】
100％

市HPに掲載
対象分野に関連しな
い

11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中小企業等省エネルギー設備

導入支援事業
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

30,011 30,011 30,011 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、経営に大きな影響を受
けている中小企業者に対し、省エネ性能の高い設備の導入費用の一部
を補助するもの
②支援金（対象経費の1/2、上限30万円）、事務費（郵送料）
③支援金：LED照明、省エネエアコン、省エネ冷凍・冷蔵庫　250千円×
120事業所
　事務費：郵送料　11千円
④省エネルギー設備を導入した中小企業者

－ － － R6.1 R6.3
【補助金を希望する対象者へ
の交付率】100％

市HPに掲載
対象分野に関連しな
い

12 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
コミュニティバス

高騰燃料費補助事業
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

⑧地域公共交
通・物流や地域
観光業等に対

する支援

2,800 2,800 2,800 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、経営に大きな影響を受
けているコミュニティバス運行業者に対し支援を行うことにより、地域に不
可欠な交通手段を確保するもの
②運行補助金
③（R4平均軽油単価：135円/ℓとR5各月軽油単価：135～153円/ℓの差
額）*使用日数*使用量
　　18円*365日*約426ℓ
④運行業者

－ － － R5.4 R6.3

【コミュニティバス運行路線数
の維持】
R5年度当初 ：14路線→R5年
度末：14路線

市HPに掲載
運輸交通・物流・観
光事業者

13 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小中学校給食費保護者負担

支援事業
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に

伴う子育て世帯
支援

44,772 44,772 44,772 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受けている小中
学校保護者に対し、給食費の一部費用を支援することにより、家計の負
担を軽減するもの
②支援金、事務費（現金交付に係る手数料）
③給食費支援（要保護対象者除く）：小学校等　3,700円*7,775人、中学
校等　4,000円*3,994人
　事務費：　手数料　770円×36校
④市内小中義務教育学校保護者

－ － － R6.1 R6.3
【保護者が負担する給食費の
一部費用又は相当額への交付
率】100％

市HPに掲載 給食

14 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 共通商品券発行事業
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

③消費下支え
等を通じた生活

者支援
130,000 130,000 130,000 

①エネルギー・食料品価格等の高騰により経営に大きな影響を受けてい
る市内商業者、及び生活者を支援するため、プレミアム分を付与した共
通商品券を発行するもの
②小山市共通商品券事業実行委員会に対する補助
③プレミアム分　80,000千円（400,000千円×20%）
    事務費　50,000千円
④小山市共通商品券事業実行委員会

－ － － R6.3 R6.3
【共通商品券（販売総額4億円）
の使用率】100％

市HPに掲載
対象分野に関連しな
い

15 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小中学校給食維持支援事業

費
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に

伴う子育て世帯
支援

66,096 66,096 66,096 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受けている小中
学校に対し、食材費の一部費用を支援することにより、小中学校保護者
の給食費負担増を軽減し家計の負担を軽減するもの
②食材費支援
③給食費支援：小学校等　4,000円*9,300人、中学校等　6,000円*4,816
人
④市内小中学校

－ － － R6.3 R6.3
【小中学校が支払う食材費高
騰分の一部費用又は相当額へ
の充当率】100％

市HPに掲載 給食

16 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 自治会負担軽減事業費
Ⅰ．物価高から国民

生活を守る
○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

5,000 5,000 5,000 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受けている自治
会に対し、光熱費の一部費用を支援することにより、負担を軽減するも
の
②支援金
③光熱費支援：（50,000千円【令和5年度自治会が管理する防犯灯等の
電気料金】 - 【市単独補助金】50,000千円×70％）×1/3
④自治会

－ － － R6.3 R6.3
【自治会が最終的に負担する
電気料金の一部費用への交付
率】100％

市HPに掲載
対象分野に関連しな
い

Ｂ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ３

※
事
務
連
絡
参
照

事業
終期

基金
事業
始期

総事業費

推奨事業メ
ニュー

特定事業者等
支援

実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

経済対策との関係

Ｂ２
成果目標（可能な限り定量的

指標を設定）
交付対象事業の名称

⑨を選択した場合、より効果があると
考える理由

　
差
押
禁
止
法
の
対
象
範
囲

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

対象外経費に
臨時交付金を
充当していな

い

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

個人を対象と
した給付金等

地
方
単
独
事
業

Ｃ

枠


